
（滋賀県）
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（滋賀県）
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結婚支援コンシェルジュ（補助率10/10）新

事業概要
・各都道府県に、結婚支援のため、国・自治体・地域の連携強化を担う専従職員（結婚支援コンシェルジュ）を配置することに
より、各地域の取組の質を向上を目指す。
・結婚支援コンシェルジュは自身の経験やノウハウを管内自治体に展開し、自治体が実施する結婚支援事業の深化を図る。
・内閣府において、コンシェルジュ会議を定期的に実施し、コンシェルジュの知見をアップデートする。

主な対象経費
会計年度任用職員に要する費用（給与、期末手当等の各種手当等、旅費）、負担金、委託料（各団体で雇用する場合）

事業イメージ図

A市

B町

結婚支援コンシェルジュの
助言もあり、斬新なイベン
トが開催できている。
参加者にも好評。

コンシェルジュの候補例
結婚支援業務に関する知見・経験を有する者（例：結婚相談所職員(経験者)、各種団体、結婚支援ボランティア、結婚支援センター職員等）

A市職員 結婚支援
コンシェルジュ

B町職員

婚活イベント

・婚活者向けのセミナー
を実施したいが、誰に
講師依頼をしたらいいか
分からない。
・その後のフォローアップ
についても、やり方が
わからず不安である。

・各自治体が行う結婚支援策へ助言・支援。
・ノウハウを各自治体へ積極的に拡大。
・企業等民間団体への働きかけ。

相談・支援

→結婚支援コンシェルジュ
に相談

B町職員

・実績ある講師の紹介を
受け、満足いくセミナーが
開催できた。
・結婚支援を希望する企業
向けセミナーの開催など、
新たな結婚支援策の展開
についても助言を受け
ることができた。

・市の婚姻数の
低下が著しいが、
実績やノウハウが
なく、支援事業を
実施していない。

C市職員 C市職員

・他自治体の事例や実績を参
考に、良い事業計画ができた。
・人員もノウハウも不足して
いたが、コンシェルジュの
助力によってイベント成功。
次に繋げる
ことができた。

働きかけ

←結婚支援コンシェルジュ
からの働きかけ

C市

助言

若い世代の
結婚を応援
したい。

民間企業

働きかけ

協力 協力

協力

参加・事例発表

コンシェルジュ会議の開催

内閣府

（令和５年度概算要求 結婚支援コンシェルジュ事業）
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今後の財政当局との調整により、
実際の補助率等は要求内容から
変更となる可能性があります
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